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インドネシアにおける刑事措置の流れ

登録権利については知的財産権総局への登録が完了して権利が有効に存続していることが、法

執行においてまず必要である。さらに次に進めば侵害取引に対する綿密な調査、侵害の元締め・

倉庫住所・関係者の把握、侵害品の購入（可能であれば）などを行って、どのような措置を選択

するかを決める。

① 刑事措置
刑事措置においては以下の点が重要になる。

・ 刑事告発と警察又は知的財産権庁による強制調査の計画

・ 知財関連機関の鑑定人からの侵害を裏付ける意見の入手

 （警察又は知的財産権庁への協力が必要である）

・ 迅速な強制捜査請求

・ 定期的な模倣品撲滅キャンペーンの実施

刑事裁判所裁判官による決定

　

模倣品

1. 侵害を確認する専門家の意  
見を受けた後、警察が強制
捜査を計画

2. 強制捜査は、原則的に 1日
で完了

3. 強制捜査の範囲：
- 模倣品の差押
- 被疑者・証人として取り調

べる者の把握

証拠収集
1. 模倣品のサンプル
2. 売り手・製造元に関す

る情報
3. 所在地・流通経路

1. 公式報告書の提出
2. 警察・知的財産権総局文民

捜査官による取調
3. 調査により入手した侵害の

証拠の提出

警察・知的財産権総局文民捜
査官は、報告書の内容が現行
法における侵害行為・違反行
為に該 当することについて、
知的財産権総局法務部（Legal 
Department）の意見を徴収
しなければならない

強制捜査

調査 警察・知的財産権庁調査官への報告 専門家の意見聴衆

被疑者・証人の取調

裁判

捜査資料の作成 検察局への提出

1. 証 人・被 疑 者
への召喚状

2.警 察による取
調調書の作成

取調調書、証拠
その他関連書類

1. 検察官への一式
書類の提出

2. 証拠不十分の場
合は、警察・知的
財産権庁調査官
へ一式書類返送

起訴資料が十分であれば、検
察官が刑事裁判所へ訴追

6 インドネシア
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② 民事措置
特許・意匠・商標・集積回路レイアウト・著作権に基づく民事措置については、原則的に、基

づく法律による手続の違いはなく、所要期間が異なるのみである。商事裁判所の判決に不服のあ

る場合は、商事裁判所職員への判決破棄請求が可能である。請求を行うと、商事裁判所職員か

ら最高裁判所へ書類が提出される。破棄請求についての最高裁判所の判決（確定）に不服のあ

る場合、商事裁判所職員へ再審を請求することができ、その場合も、商事裁判所職員から最高

裁判所へ書類が提出される。上記以外に、当事者間での仲裁による紛争解決も可能である。

特許と意匠・商標・集積回路レイアウト・著作権との主な違いは次のとおり。

1. 特許

（a） 商事裁判所による第一審判決は、起訴から180日以内

（b） 破棄請求の最高裁判所判決は、最高裁判所への請求登録日から180日以内

 （この最高裁判決が確定判決）

（c） 最高裁判所による再審判決の期限は法律上不明確

（d） 従って、確定判決までに１年以上を要する

2. 意匠・商標・集積回路レイアウト・著作権

（a） 商事裁判所による第一審判決は、起訴から90日以内

（b） 破棄請求の最高裁判所判決は、最高裁判所への請求登録日から90日以内

 （この最高裁判決が確定判決）

（c） 最高裁判所による再審判決の期限は法律上不明確

（d） 従って、１年以内に確定判決が得られる
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③ 水際措置
従来から違法輸入品の差止めを含む関税法はあるが、税関への申請手続きの規則がなかった。

最近、最高裁判所より仮差止命令に関する2012年７月30日付規則第４号（以下“最高裁規則”）

が発行された。同最高裁規則には、関税法の規定に基づく商標権及び著作権違反物品の輸出入

の禁止・規制、輸出入品の差止めが定められている。

なお、特許法、意匠法、商標法、著作権法に基づく仮処分命令に関する2012年最高裁規則

第５号も同時期に発行された。

判決破棄請求人

相手方

知的財産権総局

原告 被告

インドネシアにおける民事措置の流れ

召喚状

商事裁判所執行官

最高裁判所 審理 判決

商事裁判所への再審請求及び相
手方への通知

再審請求人による理由書の提出
及び相手方への通知

相手方による反論書の提出及び再
審請求人への通知

商事裁判所職員

商事裁判所担当判事

審尋・審理

判決

最高裁判所

審理

商事裁判所への判決破棄請求及び相手方への通知

判決破棄請求人による理由書の提出及び相手方への通知

相手方による反論書の提出及び判決破棄請求人への通知

判決

原告が提訴 商事裁判所執行官

破棄・維持

最高裁判所職員

商事裁判所職員
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インドネシアにおける水際措置の流れ

国による物品の破壊・没収

物品の所有者は知財権者に対して損害賠償を求めることができる

10 業務日以内（20 日に延長可）

裁判所による侵害認定

輸出者・輸入者への物品の解放

知財権者が知財権行使訴訟を起こさず 知財権者による知財権行使訴訟の提起

裁判所から税関への書面の命令発行

税関による物品差止と物品の輸入者・輸出者・
所有者への通知

物品調査（裁判所が許可した場合）

知財権者から裁判所への差止申請

●商標又は著作権の所有権に関
する証拠

●知財権が侵害されていること
の証拠

●輸入物品又は輸出物品に関す
る明確な詳細・説明

● 保証金

裁判所による非侵害認定

申請書への添付書類
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